
別紙１
令和　年　　月　　日
世田谷区世田谷保健所健康推進課長　あて
５歳児健康診査事業運営委託における
公募型プロポーザル参加表明書
　下記の参加資格の全てを満たしていることを誓約し、５歳児健康診査事業運営委託事業者の公募型プロポーザルに参加を表明いたします。
	事業者名
	

	代表者名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	連絡先
	担当者職・氏名
	

	
	住　　所
	〒　　―　　


	
	電　　話
	

	
	ファクシミリ
	

	
	メールアドレス
	

	参加資格
	（1） 世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。または当該資格を取得するに足る同等の条件を満たしていること。なお、当該資格を有しない場合は、同等の条件であることを確認するため、下記の書類を提出すること。
①履歴事項全部証明書
②税務署が発行する納税証明書（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」）
③提案を行う営業所が所在する都道府県が発行する法人事業税の納税証明
書（営業所の所在都道府県が発行できない場合は、本店の所在都道府県
が発行するものでも可）
④財務諸表（過去３年分）

（2） 地地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項（同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。）に該当する者でないこと。
（3） 世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
（4） 会社更生法（昭和27年法律第172号）に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないものであること。
（5） 都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。
（6） 一般社団法人日本情報経済社会推進協会（ＪＩＰＤＥＣ）による「プライバシーマーク」または「情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度」の認証を取得（取得申請中を含む）していること。
（７）「５歳児健康診査事業運営委託事業者選定委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。
構成員は以下の通り。
委員長：世田谷区　世田谷保健所長　向山　晴子
委　員：世田谷区医師会小児科医会会長　小林　俊夫

委　員：世田谷区　砧総合支所健康づくり課長　志賀　孝子
委　員：世田谷区　世田谷保健所健康推進課長　真鍋　太一


※提案書提出の意思がある場合は、本書を令和８年２月１９日（木）午後４時までに、世田谷保健所健康推進課に提出してください（持参に限る）。
